
工事期間中のエリアマネジメントの実施状況について 

 

１ 概要 

  沿道アクセススペースが概ね完成した平成２７年４月から四条通駐停車マネジメント部会構成員に

よる指導・啓発体制を強化し，沿道に停まっている車両や，走行する自転車等を対象に指導・啓発を

実施している。 

  また，平成２７年４月以降，３箇月ごとに同部会を開催し，各構成員間で指導・啓発の状況に関す

る情報共有と指導啓発体制の確認を実施している。 

 

２ 巡回指導啓発の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 違法駐停車車両の状況とその取組 

  毎日の巡回指導啓発の活動実績をもとに，部会で情報共有を行い，指導員の配置場所の変更や仮設

看板の設置等の対策を実施 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【違法駐停車の多い場所】 

 大規模交差点の交差点内，左折レーン， 

 付加車線，タクシー乗り場後方 など 

【対策】 

・ 駐停車禁止の仮設周知看板の設置 

・ タクシー乗り場へのタクシー 

  巡回指導員の重点配置 

・ 利用者向け啓発チラシのタクシー車内 

  での掲示         など 

京都市 

・違法駐車等防止指導員 

・放置自転車等防止啓発員 など 

タクシー 

タクシー指導員 

商店街 

自転車マナー向上キャンペーン 

違法駐停車車両が多い箇所については重点的な対策時には 

整序化が図れているが，継続した取組が必要 

 

指導啓発の時間帯及び手法の改善を図る 

四条通沿道における 

   ・違法駐停車車両 

   ・違法走行の自転車 

指導・啓発 
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